
２-（２） 農村発イノベーションの推進
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検討の方向性②（案）

① 大規模な専業農業経営だけでなく、小規模な個人や事業体の農業への参入や農業所得の安定・向

上に向けた支援策を講ずる必要があるのではないか。

② 特に、中山間地域等においては、まとまった土地が確保できない、市場からの距離が離れている等の条

件不利性から、平地と同様の雇用促進策を講ずることが困難である一方で、豊かな自然や景観などの

様々な地域資源が存することから、農泊、ジビエの利活用などの農村発イノベーション（活用可能な地

域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合わせる取組）による事業の創出活動を行う個人や

事業体を支援する必要があるのではないか。

③ 特に、ポストコロナ時代において、都市から農村への人の流れを加速化させるためには、安心して農村で

働き、生活することができる受け皿となるような、農業経営と農村発イノベーションによる事業の創出活動

に地域の核となって取り組む事業体を育成する必要があるのではないか。

農業所得（林業所得を含む）

十分な所得

農外所得

①
の
支
援

②
の
支
援
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２-（３） 農業経営と農村発イノベーション
に取り組む事業体
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検討の方向性③（案）

① 大規模な専業農業経営だけでなく、小規模な個人や事業体の農業への参入や農業所得の安定・向

上に向けた支援策を講ずる必要があるのではないか。

② 特に、中山間地域等においては、まとまった土地が確保できない、市場からの距離が離れている等の条

件不利性から、平地と同様の雇用促進策を講ずることが困難である一方で、豊かな自然や景観などの

様々な地域資源が存することから、農泊、ジビエの利活用などの農村発イノベーション（活用可能な地

域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合わせる取組）による事業の創出活動を行う個人や

事業体を支援する必要があるのではないか。

③ 特に、ポストコロナ時代において、都市から農村への人の流れを加速化させるためには、安心して農村で

働き、生活することができる受け皿となるような、農業経営と農村発イノベーションによる事業の創出活動

に地域の核となって取り組む事業体を育成する必要があるのではないか。
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